
地方自治法 

 

第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の

地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、

地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村

長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、

義務を負う。 

② 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、

その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 

一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会

の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を

行っていると認められること。 

二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 

三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、

その相当数の者が現に構成員となっていること。 

四 規約を定めていること。 

③ 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 

一 目的  

二  名称  

三  区域  

四  事務所の所在地  

五  構成員の資格に関する事項  

六  代表者に関する事項  

七  会議に関する事項  

八  資産に関する事項  

④  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続してい

る区域の現況によらなければならない。 

⑤ 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認める

ときは、第一項の認可をしなければならない。 

⑥ 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組

織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 

⑦ 第一項の認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住

所を有する個人の加入を拒んではならない。 

⑧ 第一項の認可を受けた地縁による団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動す

るものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 

⑨ 第一項の認可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならな

い。 

⑩ 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これ

を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。 

⑪ 第一項の認可を受けた地縁による団体は、前項の規定に基づいて告示された事項

に変更があったときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なけれ

ばならない。 

⑫ 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により

告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、

当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求める

ことができる。 

⑬ 第一項の認可を受けた地縁による団体は、第十項の告示があるまでは、第一項の

認可を受けた地縁による団体となったこと及び第十項の規定に基づいて告示された

事項をもつて第三者に対抗することができない。 

⑭ 市町村長は、第一項の認可を受けた地縁による団体が第二項各号に掲げる要件の

いずれかを欠くこととなったとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたと

きは、その認可を取り消すことができる。 

⑮ 民法第三十八条、第四十四条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第一項、

第五十三条から第六十六条まで、第六十八条(同条第一項第二号を除く。)、第六十

九条、第七十条、第七十二条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十三条ま

での規定並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条から第三十

七条ノ二までの規定は、第一項の認可を受けた地縁による団体に準用する。この場
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合において、民法第三十八条第二項、第七十二条第二項及び第八十三条中「主務官

庁」とあるのは「市町村長」と、同法第四十四条第一項、第五十三条から第五十七

条まで、第五十九条第二号、第六十条、第六十一条、第六十三条、第七十条、第七

十二条第二項及び第七十四条中「理事」とあるのは「代表者」と、同法第五十二条

第一項中「一人又は数人の理事」とあるのは「一人の代表者」と、同法第五十六条

中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と、同法第五十九条第三号中「総会又は主務

官庁」とあるのは「総会」と、同法第六十八条第一項第四号中「設立の許可」とあ

り、及び第七十二条第二項中「許可」とあるのは「認可」と、同法第七十二条第三

項中「国庫」とあるのは「市町村」と、非訟事件手続法第三十五条第一項中「仮理

事」とあるのは「仮代表者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定

める。 

⑯ 第一項の認可を受けた地縁による団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)

その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する

公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合に

は同条第四項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年

法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」

と、同条第五項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条

の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同法第六十六条の規定を

適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(地方

自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を含む。)」と、同条

第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条の二第一

項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」とする。 

⑰ 第一項の認可を受けた地縁による団体は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)

その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人と

みなす。 

⑱ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第一項の認可を受けた地縁によ

る団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法により、五十万円以下の過料に処す

る。 

一 第十五項において準用する民法第七十条又は第八十一条第一項の規定による破

産手続開始の申立てを怠つたとき。 

二 第十五項において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定

による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 
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